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 環境影響評価方法書の公告、縦覧、説明会及び意見書 第1章

 

 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 1.

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求める

ため、方法書を作成した旨その他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1 月間縦覧

に供するとともに、インターネットの利用により公表した。 

 

 公告の日 (1)

平成 28年 2月 5日（金） 

 

 公告の方法 (2)

 平成 28年 2月 5日付けで、以下の日刊新聞紙に「公告」を記載した。 ①

 ［別紙 1参照］ 

・朝日新聞（朝刊 29面：千葉県版） 

・読売新聞（朝刊 32面：千葉県版） 

・毎日新聞（朝刊 25面：千葉県版） 

・日本経済新聞（朝刊 33面：千葉県版） 

・産経新聞（朝刊 23面：千葉県版） 

・千葉日報（朝刊 19面） 

 

 上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。 ②

・自治体ホームページへ記載した。 ［別紙 2参照］ 

（千葉県、市原市、千葉市、袖ケ浦市） 

・当社ホームページへ掲載した。 ［別紙 3参照］ 

 

（参考） 

・自治体の広報誌へ掲載した。 ［別紙 4参照］ 

広報いちはら  平成 28年 2月 15日号（No.1458） 

ちば市政だより 平成 28年 2月 15日号（No.1620） 

広報そでがうら 平成 28年 2月 15日号（No.880） 

 

 縦覧場所 (3)

自治体庁舎等 10 箇所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 

 自治体庁舎等 ①

・千葉県庁 環境生活部環境政策課（千葉県千葉市中央区市場町 1-1） 

・市原市役所 環境部環境管理課（千葉県市原市国分寺台中央 1-1-1） 

・市原市姉崎支所（千葉県市原市姉崎 2150-1） 

・市原市五井支所（千葉県市原市五井中央西 1-1-25サンプラザ市原 2階） 

・千葉市役所 環境局環境保全部環境保全課（千葉市中央区千葉港 1-1） 

・千葉市中央図書館（千葉市中央区弁天 3-7-7） 

・袖ケ浦市役所 市政情報室（千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1-1） 

・長浦行政センター（千葉県袖ケ浦市蔵波 513-1） 

・平川行政センター（千葉県袖ケ浦市横田 115） 

・市原火力発電合同会社（千葉県市原市千種海岸 1番地） 
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 インターネットの利用 ②

当社ホームページに方法書の内容を掲載した。 ［別紙 5参照］ 

 

 縦覧期間 (4)

 自治体庁舎等 ①

平成 28年 2月 5日（金）から平成 28年 3月 7日（月）までとした。 

縦覧期間は、千葉市中央図書館は休館日を除き、その他の縦覧場所は土曜日、日曜日、

祝日を除く平日の午前 9時から午後 5時までとし、市原市の縦覧場所では午前 8時 30分

から午後 5時 15 分までとした。 

 

 インターネットの利用 ②

平成 28年 2月 5日（金）から平成 28年 3月 22日（火）まで閲覧可能とした。 

インターネットの利用による電子図書の閲覧は、縦覧期間中には常時アクセス可能な

状態とした。 

 

 縦覧者数 (5)

 縦覧者確認簿記載者数 ①

総数  21名（縦覧者記録用紙記載者数） 

（内訳） 

・千葉県庁 環境生活部環境政策課 4名 

・市原市役所 環境部環境管理課 5名 

・市原市姉崎支所 5名 

・市原市五井支所 3名 

・千葉市役所 環境局環境保全部環境保全課 1名 

・千葉市中央図書館 0名 

・袖ケ浦市役所 市政情報室 3名 

・長浦行政センター 0名 

・平川行政センター 0名 

・市原火力発電合同会社 0名 

 

 インターネットの利用による方法書及び要約書を公表したウェブサイトへの ②

アクセス数：1,166回 
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 環境影響評価方法書についての説明会の開催 2.

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会

を開催した。説明会は千葉県市原市で開催した。説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関

する公告と同時に行った。 

 

開催地区 開催日時 開催場所 来場者数 

千葉県 

市原市 

平成 28年 2 月 14日（日） 

14：00～16：00 

市原市五井会館 4階大ホール 

（市原市五井中央西 2-3-13） 
53 名 

平成 28年 2 月 25日（木） 

18：30～20：30 

市原市市民会館小ホール 

（市原市惣社 1-1-1） 
73 名 

 

 

 環境影響評価方法書についての意見の把握 3.

「環境影響評価法」第 8 条の第 1 項の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を有する

者の意見書の提出を受け付けた。 

 

 方法書についての意見の把握 (1)

 意見書の提出期間 ①

平成 28年 2月 5日（金）から平成 28年 3月 22日（火）まで 

（縦覧期間及びその後 2週間、郵送の受付は当日消印有効とした。） 

 

 意見書の提出方法 ［別紙 6参照］ ②

当社への郵送による書面の提出 

 

 意見書の提出状況 ③

意見書の提出は、4通（意見の総数：8件）であった。 
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［別紙 1］ 

日刊新聞紙に記載した公告内容 

（朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、千葉日報） 
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［別紙 2］ 

ホームページに掲載したお知らせ（千葉県） 

〇平成 28年 2月 5日から掲載 

 

 

 

  



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 

 

ホームページに掲載したお知らせ（市原市） 

〇平成 28年 2月 5日から掲載 

 

 

 

  



 

8 

 

 

  



 

9 

 

ホームページに掲載したお知らせ（千葉市） 

〇平成 28年 2月 5日から掲載 

 

 

  



 

10 

 

 

  



 

11 

 

ホームページに掲載したお知らせ（袖ケ浦市） 

〇平成 28年 2月 5日から掲載 

 

 

  



 

12 
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［別紙 3］ 

当社ホームページに掲載したお知らせ内容 
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［別紙 4］ 

広報いちはら（平成 28年 2月 15日号）    ちば市政だより（平成 28年 2月 15日号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報そでがうら（平成 28年 2月 15日号） 
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［別紙 5］ 

当社ホームページに掲載した内容 

〇平成 28年 2月 5日（金）から平成 28年 3月 22日（火）まで掲載 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

［別紙 6］ 
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 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 第2章

 

「環境影響評価法」第 8 条第 1 項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出により述

べられた環境の保全の見地からの意見は 5 件であった。また、環境の保全の見地以外からの意

見が 3件あった。 

「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、方法書

についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。 
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環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

１.大気環境 

意見の概要 事業者の見解 

1 複合的周辺環境影響について 

計画段階環境配慮書（市原火力発電合同会社）

に対する環境大臣意見において、（1）大気環境①

において、「事業実施想定区域の周辺には、他事業

者による石炭火力発電所が環境影響評価手続き中

であり、大気汚染物質に係る累積的な影響が懸念

されることから、今後、可能な限り、環境影響評

価図書等の公開情報の収集を行う等、当該石炭火

力発電所との重畳を踏まえた予測に必要な情報の

収集に努め、必要な調査、予測及び評価を行い、

大気環境への影響低減のための適切な環境保全の

検討。」が求められている。現在、袖ケ浦市で千葉

袖ケ浦エナジーによる 200 万 kW の石炭火力発電所

建設計画のアセスメントの手続きが進められてい

るが、複合的な周辺環境影響についても評価すべ

きである。 

 

対象事業実施区域周辺での他事業者が計画して

いる発電所との大気環境に関する累積的影響につ

いては、一事業者による評価は限定的となります

が、環境影響評価準備書作成段階において、入手

可能な環境影響評価図書等の公開情報により、本

事業との重畳検討に必要な情報を収集し、調査、

予測及び評価を行うとともに、環境保全措置を検

討します。 
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２.温室効果ガス等 

意見の概要 事業者の見解 

2 石炭種について 

CO2 排出原単位や総排出量、石炭種など、算出の

前提となる情報を明示するべきである。発電端効

率、送電端効率も環境保全の見地から検討するに

あたって重要な情報である。そのほか、使用石炭

種を変える場合、あるいはその可能性があるので

あれば、主要産炭地毎の評価を実施すべきであ

る。 

 

本事業では、石炭は海外炭を調達する予定であ

り、主な採炭国としては、オーストラリア、イン

ドネシア、中国などがあります。現在、調達先に

ついては、長期に亘って低廉で安定的な確保を図

るべく検討中であり、石炭の炭種や石炭性状につ

いては、決まっていません。 

施設の稼働に伴う二酸化炭素排出量について

は、環境影響評価項目として選定していますが、

石炭の炭種、発電熱効率、送電熱効率は詳細検討

中であり、二酸化炭素排出量は環境影響評価準備

書に記載します。 

3 二酸化炭素削減の評価手法について 

6.2.1 調査、予測及び評価の手法第 6.2-8 表に

示された「評価の手法」として「発電所から発生

する二酸化炭素に係る排出が、実行可能な範囲で

回避又は低減されているか」とあるが、石炭を燃

料とすること自体が「実行可能な範囲で回避・低

減」できていない。 

二酸化炭素の排出が大きい石炭を燃料としない

方法にすべきではないか。 

 

環境アセスメントにおける二酸化炭素の取扱い

については、「東京電力の火力電源入札に関する関

係局長級会議取りまとめ」（平成 25 年経済産業

省・環境省）において、下記の観点により国が審

査するとされています。 

①「事業者が利用可能な最良の技術（BAT=Best 

Available Technology）の採用等により可能な

限り環境負荷低減に努めているかどうか」 

②「国の二酸化炭素排出削減の目標・計画と整合

性を持っているかどうか」 

 

①については、本事業は「BAT の参考表（平成

26 年 4 月時点）」（経済産業省・環境省）における

「（A）経済性・信頼性において問題なく商用プラ

ントとして既に運転開始をしている最新鋭の発電

技術」以上に該当する超々臨界圧（USC）発電技術

の採用により、熱効率を 43%以上とすることとして

おり、発電電力量あたりの二酸化炭素排出量の低

減を図っていきます。 

 

②については、国がエネルギーの安定供給とと

もに目標を掲げており、電気事業者としては平成

27 年 7 月に新たに自主的枠組みを構築するととも

に、2030 年度に排出係数 0.37 ㎏-CO2/kWh 程度を目

指すとする低炭素社会実行計画を策定しました。 

その後枠組み参加者間において、平成 28 年 2 月

に目標達成に向けた実効性ある仕組みやルールを

構築した「電気事業低炭素社会協議会」を設立し

ており、電気事業全体で低炭素社会実行計画の達

成に向けた取り組みを進めていくこととしていま

す。 

当社は、この枠組み参加者である両親会社の東

燃ゼネラル石油と関電エネルギーソリューション

および東京電力に売電することで、この枠組みに

沿い、国の目標・計画との整合取っていく中で事

業を進めていくこととしています。 

4 「パリ合意」との整合性に関する評価について 

昨年 12 月、COP21 において「パリ協定」が合意

され、地球の平均気温を 1.5℃/2℃未満にすること

を目指し、今世紀後半には CO2排出が実質ゼロとす

ることが決まった。この間示された国の削減目標

やエネルギーミックスは、「パリ合意」に合うもの

でもなく、長期目標も示されていないため、今後

の見直しが迫られる。 

方法書では、「国の『エネルギー基本計画』にお

いて、『地政学的リスクが化石燃料の中で最も低

く、熱量あたりの単価も化石燃料で最も安い』こ

とから、『安定供給性と経済性に優れた重要なベー

スロード電源』と位置づけられており、その開発

意義は十分にある」と、国の方針だけを根拠に事

業を推進しているが、「パリ協定」をふまえた観点

からも環境リスクのみならず、事業リスクもふま

えるべきである。評価の手法には、「パリ協定」の

批准の観点からも計画を評価すべきである。 
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３.その他の環境関係 

意見の概要 事業者の見解 

5 情報公開について 

環境アセスメントにおいて公開される資料は、

縦覧期間が終了しても閲覧できるようにするべき

である。また、期間中においても、印刷が可能に

するなど利便性を高めるよう求める。これについ

ては、環境省が平成 24 年「環境影響評価図書の

インターネットによる公表に関する基本的な考え

方」において、インターネットでの公表について

「法定の公表期間後であっても、対象事業に対す

る国民の理解や環境保全に関する知見の共有・蓄

積といった観点から、インターネットを利用した

公表を継続することが望まれます。」と記述してい

るとおり、継続した情報提供の必要性を示してい

る。さらに、同書では「インターネットにより公

表されている環境影響評価図書の閲覧及びダウン

ロードに要する 費用は、無料とします。また、法

定期間後も継続してインターネット上で公表する

図書など、 自主的にインターネットで公表する図

書の閲覧及びダウンロードに要する費用も、無料

とすることが望まれます。」としているとおり、方

法書などの環境影響評価図書のダウンロードを無

料で行うことも推奨している。 

さらに、インターネットの公表期間を限定し、

ダウンロードやコピー、コピー＆ペースト機能に

も制限をかけているが、地図の引用元である国土

地理院では「認めるか認めないかは作成者が決め

ること。承認は必要無い」としており、インター

ネット上の公開については問題ないはずである。 

 

環境影響評価図書の著作権は事業者にあります

が、インターネット上の情報は、目的外使用のた

めに複製や加工が容易となることから、公表にあ

たっては配慮が必要と考えています。 

方法書及び要約書の縦覧にあたって、インター

ネットの利用に際しては、ファイルのダウンロー

ドや印刷は出来ませんが、当社ホームページにお

いて縦覧期間である 1 ヶ月間に加え、意見受付の

期限まで閲覧できるようにしました。 

なお、「環境影響評価方法書のあらまし」につい

ては、現在もインターネット上で閲覧可能として

おり、ファイルのダウンロードや印刷を可能とし

ています。 
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環境の保全の見地以外からの意見 

意見の概要 事業者の見解 

1 海水取水口及び海水放水口について 

①海水取水口が揚炭桟橋と近接して居るが揚炭桟

橋での事故・トラブル（火災漏出等）が発生し

た場合、取水に影響若しくは取水中断となる恐

れは無いか？ 

②海水放水口予定地が東京湾側の外航船桟橋に近

接して居るが、油漏洩等の非常事態に際してオ

イルフェンス展張や災害対応活動を考慮すれ

ば、更に北東側の境界線近くに放水口を設置す

るのがベストと考えるが見解はどうか？ 

 

①揚炭桟橋の火災・機械トラブルによる取水の停

止はないと考えていますが、大規模な油流出が

発生し、取水口から放水口への流出が懸念され

る場合は、取水を停止することもあり得ます。 

②本事業は、東燃ゼネラル石油千葉工場の石油タ

ンク撤去の跡地を利用する計画であり、放水口

については、既存設備や狭隘な敷地を考慮して

環境負荷の低減が図れる合理的な配置として、

温排水による影響の低減や取水口との離隔距

離、既存桟橋を離着桟する船舶の航行経路を考

慮して、配置を計画しています。また、東燃ゼ

ネラル石油千葉工場外航船桟橋において、油漏

洩等が発生した場合のオイルフェンス展張や海

上防災活動に対して、放水口の配置が影響ない

ことを確認しています。 

2 東日本大震災により東京電力福島原子力発電所

の災害による見地から今後の日本に於ける電力が

安全で低廉である事に大きな期待をしておりま

す。大気環境のための大気質分野の対策、脱硝、

脱硫装置は万全でなければならないと思います。

特に自然災害発生時の社会的な避難訓練方法を明

示しておく事も必要だと思います。 

市原火力発電所を建設することで、低廉な電力

の安定供給に努めていきます。 

大気環境負荷の低減に向けて、100 万 kW 級の石

炭火力発電所で採用され信頼性がある最新の環境

設備（脱硫装置、脱硝装置、集じん装置）を導入

し、環境保全対策に万全を期します。 

自然災害発生時の防災活動については、関係自

治体と協議の上、防災計画を定め、その中で計画

的に訓練を行います。 

3 ①首都直下型地震(今後 30 年間で 70%の確率)が言

われているが、隣接地に巨大原油タンク及び製

品タンクが多数設置されている。地震によるタ

ンクの発災(火災やタンク漏洩、etc)に対しての

防災対策、環境対策等は万全か？ 

②又、上記の災害に対して当該施設が影響を受け

る事はないか？又、当該施設の立地によってタ

ンク火災等の災害対応(例えば海上からの防災対

応)が手薄になる恐れが有ると考えるが、その検

討はどのように実施したのか？ 

地震、防災対策に関しては、「電気事業法」、「消

防法」、「建築基準法」等の関係法令の技術基準に

基づいてプラントを設計します。 

なお、東燃ゼネラル石油千葉工場は、石油コン

ビナート等特別防災区域に該当しますので、災害

防止と万一災害が発生した場合の拡大の防止等、

総合的な施策を行っていると聞いています。当社

も今後、東燃ゼネラル石油千葉工場と協同して、

詳細な防災対策を計画していきます。 

 

 


